
[参考]

基　　本　　的　　評　　価　　基　　準
１　評価事項別の配点 ２　標準評価基準表

(1) 要介護度 (2) 認知症の状況

区　　分 評　点 日常生活自立度 評　点 80％以上 60～80％未満 40～60%未満 20～40％未満 20％未満

要 介 護 度 ５ 30 Ⅲ、Ⅳ、Ｍ 15 要介護度５ 70 65 60 55 50 

要 介 護 度 ４ 25 Ⅱ 10 要介護度４ 65 60 55 50 45 

要 介 護 度 ３ 20 Ⅰ、自立 0 介 護 者 な し 60 55 50 45 40 

要 介 護 度 ２ 10 高齢介護者等 55 50 45 40 35 

要 介 護 度 １ 5 介 護 者 あ り 50 45 40 35 30 

介 護 者 な し 55 50 45 40 35 

高齢介護者等 50 45 40 35 30 

介 護 者 あ り 45 40 35 30 25 

(3) 介護者の状況 (4) 居宅サービス利用率 介 護 者 な し 50 45 40 35 30 

区　　分 評　点 利　用　率 評　点 高齢介護者等 45 40 35 30 25 

介 護 者 な し 10 80％以上　　　　 20 介 護 者 あ り 40 35 30 25 20 

高 齢 介 護 者 等 5 60％以上80％未満 15 介 護 者 な し 40 35 30 25 20 

介 護 者 あ り 0 40％以上60％未満 10 高齢介護者等 35 30 25 20 15 

※　「介護者なし」は、同居家 20％以上40％未満 5 介 護 者 あ り 30 25 20 15 10 

　族がない若しくは親族等が地 　　　　20％未満 0 介 護 者 な し 50 45 40 35 30 

　理的に離れていたり入院等に ※　「居宅サービス利用率」は、 高齢介護者等 45 40 35 30 25 

　より、実質的に介護する者が 　サービス利用票別表に基づく支 介 護 者 あ り 40 35 30 25 20 

　いない場合、「高齢介護者等」 　給限度額に対するサービス利用 介 護 者 な し 45 40 35 30 25 

　は、同居家族又は近所に親族 　額の割合をいう。 高齢介護者等 40 35 30 25 20 

　等はいるが、要介護状態、病 　　なお、入所希望者が、介護保 介 護 者 あ り 35 30 25 20 15 

　気療養中又は障害を有するな 　険施設、病院若しくは養護老人 介 護 者 な し 35 30 25 20 15 

　どの状況にあり、十分な介護 　ホームなど居宅介護サービスが 高齢介護者等 30 25 20 15 10 

　が困難な場合をいう。 　利用できない施設に入所又は入 介 護 者 あ り 25 20 15 10 5 

　院している場合の居宅サービス ※１　要介護度４、５については、認知症の状況及び介護者の状況にかかわらず各１０点を加算。

　利用率については、40～60％と 　２　要介護度３については、認知症の状況にかかわらず１０点を加算。

　みなし、１０点を加算する。
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